


新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則 

新旧対照表  

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則 新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則 

平成１９年３月１日 平成１９年３月１日 

規則第１７号 規則第１7号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以 第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以 

下「令」という。）第１７３条の６の規定により、法令その他に定め 下「令」という。）第１７３条の２の規定により、法令その他に定め 

るものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。 るものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。 

（支払未済繰越金の調定） （支払未済繰越金の調定） 

第４０条 会計管理者は、指定金融機関から令第１６５条の５に基づく 第４０条 会計管理者は、指定金融機関から令第１６５条の６に基づく 

報告があったときは、支出命令書等と照合の上、歳入に組み入れ、又 報告があったときは、支出命令書等と照合の上、歳入に組み入れ、又 

は納付する旨を速やかに予算執行職員に通知しなければならない。 は納付する旨を速やかに予算執行職員に通知しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（歳入の徴収又は収納の委託） （歳入の徴収又は収納の委託） 

第５４条 予算執行職員は、法第２４３条の２第１項の規定により、歳 第５４条 予算執行職員は、令第１５８条第１項  の規定により、歳 

入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、歳入の名 入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、歳入の名 

称、事務の範囲その他必要な事項を記載した委託契約書案を添付して、 称、事務の範囲その他必要な事項を記載した委託契約書案を添付して、 

あらかじめ会計管理者と協議の上、広域連合長の決裁を受けなければ あらかじめ会計管理者と協議の上、広域連合長の決裁を受けなければ 

ならない。 ならない。 

２ 広域連合長は、委託契約を締結したときは、法第２４３条の２第２ ２ 広域連合長は、委託契約を締結したときは、令第１５８条第２項  



新 旧 

項の規定により、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法  の規定により、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法 

により公表するとともに、会計管理者に通知しなければならない。委 により公表するとともに、会計管理者に通知しなければならない。委 

託契約を取り消した場合も、同様とする。 託契約を取り消した場合も、同様とする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

（支出事務の委託及び資金の精算） （支出事務の委託及び資金の精算） 

第８５条 法第２４３条の２第１項の規定により支出事務の委託を受け 第８５条 令第１６５条の３第１項の規定により支出事務の委託を受け 

た者は、その事務の終了後７日以内に支出事務の委託資金精算書を作 た者は、その事務の終了後７日以内に支出事務の委託資金精算書を作 

成し、これを予算執行職員に提出しなければならない。 成し、これを予算執行職員に提出しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（随意契約） （随意契約） 

第１１４条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札 第１１４条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札 

に付さずに随意契約を締結することができる。 に付さずに随意契約を締結することができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

 （平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支   （平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支 

 援施設、同条第２８項に規定する地域活動支援センター、同条第１   援施設、同条第２７項に規定する地域活動支援センター、同条第１ 

 項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介   項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介 

 護、同条第１４項に規定する就労移行支援又は同条第１５項に規定   護、同条第１３項に規定する就労移行支援又は同条第１４項に規定 

 する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設若しくは小規模   する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設若しくは小規模 

 作業所（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に   作業所（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に 

 規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第１８   規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第１８ 



新 旧 

  条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。   条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。 

  以下この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務   以下この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務 

  省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けた者（以下「障   省令で定めるところにより広域連合長の認定を受けた者（以下「障 

  害者支援施設等」という。）において製作された物品を当該障害者   害者支援施設等」という。）において製作された物品を当該障害者 

  支援施設等から買い入れる契約又は当該障害者支援施設等から役務   支援施設等から買い入れる契約又は当該障害者支援施設等から役務 

  の提供を受ける契約をするとき。   の提供を受ける契約をするとき。 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

 (6) 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第１６条   (6) 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第１０条第 

    に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において   ３項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において 

  「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設   「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設 

  に使用される者が主として同法第３条第１項に規定する生活困窮者   に使用される者が主として同法第２条第１項に規定する生活困窮者 

  （以下この号において「生活困窮者」という。）であるもの（当該施   （以下この号において「生活困窮者」という。）であるもの（当該施 

  設において製作された物品を当該施設から買い入れることが生活困   設において製作された物品を当該施設から買い入れることが生活困 

  窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところによ   窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところによ 

  り広域連合長の認定を受けたものに限る。）において製作された物   り広域連合長の認定を受けたものに限る。）において製作された物 

  品を当該施設から買い入れる契約又は認定生活困窮者就労訓練事業   品を当該施設から買い入れる契約又は認定生活困窮者就労訓練事業 

  を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の   を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の 

  自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより広域   自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより広域 

  連合長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用   連合長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用 

  される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該   される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該 

  施設から受ける契約をするとき。   施設から受ける契約をするとき。 



新 旧 

 (7)～(12) （略）  (7)～(12) （略） 

 （検査）  （検査） 

第１７８条 会計管理者は、                    第１７８条 会計管理者は、令第１５８条第４項、令第１６５条の３第 

     令第１６８条の４第１項の規定その他必要により会計事務の  ３項及び令第１６８条の４第１項の規定その他必要により会計事務の 

 適正を期するため、定期又は臨時に検査を行う。  適正を期するため、定期又は臨時に検査を行う。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （賠償責任のある補助職員の指定）  （賠償責任のある補助職員の指定） 

第１８３条 法第２４３条の２の８第１項  の規定による事務を直接 第１８３条 法第２４３条の２の２第１項後段の規定による事務を直接 

 補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職  補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職 

 員とする。  員とする。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


